
国分寺市北町四丁目住宅地建築協定書

(目 的)

第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」

という。)及び国分寺市建築協定に関する条例(昭和54年国分寺市条例

第22号)に基づき、この協定の第5条に規定する協定の効力の及ぶ区域

(以下「協定区域」という。)内における建築物(以下「建築物」という。)

の敷地(以下「敷地」という。)、位置、用途、形態に関する基準を定め、

国分寺市北町四丁目住宅地の良好な住環境を将来にわたり高度に維持、

増進することを目的とする。

ど

(名 称)

第2条 この協定は、「国分寺市北町四丁目住宅地建築協定」と称する。

(設 定)

第3条 この協定は、協定区域内の土地所有者が、基準法第76条の3の規定に

基づき設定する。

(協定の変更及び廃止)

第4条 この協定における協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間又は

協定違反があった場合の措置について変更しようとする場合は、協定区域

内の土地の所有者及び協定区域内の建築物の所有を目的とする地上権又

は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなもの

を除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」とい

う。)の全員の合意を以て、基準法第74条第1項の規定による認可を受け

なければならない。

2. この協定を廃止しようとする場合は、土地の所有者等の過半数の合意を

以てその旨を定め基準法第76条第1項の規定による認可を受けなけれ

ばならない。

3.前2項の規定に基づく変更又は廃止をする場合において、土地の所有者等

のうち一筆の土地の共有者又は借地権の準共有者については、共有者又は

準共有者全員で一人とみなす。
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(協定区域)

第5条 この協定の効力の及ぶ区域は、国分寺市北町四丁目のうち(別表1～3)

に示すとおりとする。ただし、道路、公園、避難通路部分は除くものとす

る。

t

(建築物及びその敷地の制限)

第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態は次の各号に掲げる基準

によらなければならない。

1.敷地

(1)敷地規模

・ 建築物の敷地面積の最低限度は125平方メートル以上とする。

・ 建築物の敷地を分割してはならない。

(2)地盤面

・ 地盤面は、別表3に示す高さとし、切土や盛土などの地盤面の

変更をしてはならない。

1

(3)公共的空間

・ 公共的空間とは国分寺市まちづくり条例別表第2の1の項第2号

の規則で定めるものとする。

・ 公共的空間は区域内道路境界から50cmの範囲(別表4)とし、

道路と一体として利用できるよう整備する。

・ 公共的空間には構造物及び工作物を設置してはならない。ただし、

公益上必要なものはこの限りでない。

・ 土地所有者は適正な維持管理を行うものとする。

2.建築物

(1)用途

・ 建築物は、一戸建ての専用住宅とする。

(2)階数

・ 建築物の階数は、地階を除き2階以下とする。

(3)壁面位置

・ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境

界線までの距離は、1.Oメートル以上とする。ただし、物置その

他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下、かつ床
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他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下、かつ床

面積の合計が5.O平方メートル以内のもの及びカーポート、出窓、

ベランダ、庇、建築の意匠上設置する高さ4メートル以下の外壁、

屋根を伴わない装飾壁等(目隠し壁含む)は、この限りではない。

(有効期間)

第7条 この協定の有効期間は、認可の公告のあった日から10年間とする。

ただし、有効期間満了の日の6カ月前までに、第4条第2項の規定によ

る廃止の手続きがされない限りさらに10年間自動的に更新されるもの

とし、以後も同様とするものとする。

t
1
1

(協定の効力)

第8条 この協定は、その発効時以降に協定区域内の土地の所有者又は借地権

者となった者に対しても効力が及ぶものとする。

(違反者の措置)

第9条 第6条の規定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)が

あった場合は、第12条に規定する委員長は、第11条に規定する委員会

の決定に基づき、違反者に対して工事施工の停止を請求し、かつ、相当の

猶予期間を付けて違反行為の是正をするために必要な措置をとることを

請求するものとする。

2.前項の請求があった場合は、違反者は、請求の内容を履行しなければなら

ない。

(提 訴)

第10条 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求

の内容を履行しないときは、委員長は、その強制履行又は違反者の費用

をもって第三者にこれを為さしめることを求めるため裁判所に提訴等

をするものとする。

2.前項に規定する提訴等の手続等に要する一切の費用は、違反者の負担とし、

違反者は、次条に規定する委員会にこれを支払わなければならない。
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(委員会)

第11条 この協定の運営に関する事項を処理するため、「国分寺市北町四丁目

住宅地建築協定運営委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

2.委員会は協定区域内の土地の所有者等の互選により選出された委員

(以下「委員」という。)2名をもって組織する。

3.委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

任期の残存期間とする。

4.委員は、再選されることができる。

5.委員会は会の運営に必要な助言を得るため、若干名の顧問を置くことが

できる。

(役 員)

第12条 委員会に次の委員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2.委員長は、委員の互選により選出し、委員を代表し、この協定の運営に

係る事務を総括する。

2.副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときこれを代理する。

(補 則)

第13条 前2条に規定するもののほか、委員会の運営、組織及び議事並びに

委員に関して必要な事項は、委員会が別に決める。

(付 則)

1.この協定は、3通作成し2通を国分寺市に提出し、1通を委員会が

保管し、その写しを協定者全員に配布する。
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別表2
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